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はじめに | 働き方改革関連法の改正について

2019年4月から、働き方改革関連法がスタートしました。
しかしながら、改正される法律の数も多く、中小事業主の多くがその対応に苦労され
ています。皆様の事業所における対応はお済でしょうか?
■中小事業主対象の働き方改革関連法改正（一部抜粋）
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■中小企業におけるパワハラ防止法の適用開始
■育児介護休業法の改正
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・

意向確認措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
・男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業【産後パパ育休】の創設、

育児休業の分割取得（2022年10月～）

■月60時間を超える時間外労働割増賃金率の引き上げ（25%→50%）

■建設業、自動車運転業務 時間外労働上限規制の適用開始



「働き方改革推進支援センター」の役割とは

働き方改革推進支援センターは、そんな働き方改革への対応に悩む中小小規模事業主支援のため、労働
局が民間へ運営を委託して設立した機関です。事業主が抱える様々な課題へ、民間のノウハウを
活かしたワンストップ相談窓口として、47都道府県に開設されています。

■働き方改革推進支援センターの機能（すべて無料で提供!）

上記すべてを無料で活用頂けます!
※電話・メールによる相談対応を受け付けている支援機関は多くありますが、当センターはそれに加え、

企業への派遣支援や団体組織でのセミナー開催（講師派遣）も無料でご利用いただけます!

セミナー開催と
講師派遣

電話・メール・来所
相談

企業訪問支援
（専門家派遣） 企業オンライン支援

電話・メール・来所相談

社会保険労務士等の資格を持った窓口支援専門家が常駐して対応します。

中小企業・小規模事業者の労務管理に関する相談への助言・提案による相談支援を

行っております。

■開所時間:平日9時～17時（年末年始除く）

■電話・メール等での無料相談回数に制限はありません。

■来所の際は事前連絡をいただくとスムーズです。
無料駐車場がございます。

電話・メール・来所相談



企業個別支援

企業訪問支援
（専門家派遣）

社会保険労務士等の資格を持ったコンサルティング専門家が中小企業・小規模事業者に

対して個別に支援いたします。

訪問・オンラインをお選びいただき、就業規則・賃金規程の作成・見直し、賃金引上げ等に

関する助言・提案による相談支援を行っております。

■同一中小企業・小規模事業者等への個別支援の回数は、１つの支援テーマにつき原則3回です。

賃金規定の見直し、同一労働同一賃金に関するテーマの場合等手厚い支援が必要な内容は、

最大6回まで可能です。

企業オンライン支援

セミナーの開催と講師派遣

地域の実情やニーズに基づき、働き方改革関連法（労働時間に関するテーマ、同一労働

同一賃金に関するテーマ等）、最低賃金制度や賃金引上げ支援策の周知、労務管理の

手法、労働・雇用関係助成金の活用方法などに関するセミナーを開催しています。
センター主催セミナー開催
企業でのセミナー開催

講師派遣

センター主催セミナー 会場やオンラインで定期的に開催しています。
■実施事例
・時間外労働労務管理 ・同一労働同一賃金 ・ハラスメント防止措置
・改正育児介護休業法、男性育休取得 ・働き方改革推進支援助成金等など

企業開催セミナーへの講師派遣 会場開催だけでなく、オンラインも可能です。
■実施事例
・同一労働同一賃金の実務対応のポイント ・時間外労働労務管理
・ハラスメント防止措置 ・最低賃金と業務改善助成金 など



センター支援事例

10年以上前に作成した就業規則が機
能していないため見直してほしい。
現場は直行直帰しており、勤怠管理に
も不備がある。帰社後に事務処理も多
く残業が発生してしまう。

Case
１

無料派遣支援だけでも利用者の満足度は非常に高いですが、こんな活用方法もあります。

就業規則の前にまずは労務管理の整備から始め、勤怠管理シス
テムを導入しての出退勤の管理、事務処理を簡略化させるための
クラウドやオンラインでの会議を導入し、現場でも作業が行えるよう
にした。簡略化したことによって労働時間が短縮。

求職者の目に留まる求人情報の書き方を改善。力を入れている
教育訓練をアピールしたり、他にホームページを改良し、動画を
追加するなど工夫し採用に至った。さらにキャリアプランを設計し
賃金規定の整備も行った。

Case
２

一番の課題は人手不足。
求人を出してもなかなか採用ができず、
人手不足の解決策について支援してほ
しい。

トラックのタコメーターで労働時間を管理し
ているため、明確な休憩時間が把握でき
ていない。賃金規定など不整備で、売上
額から大体の額を算出して支給している。
残業や深夜手当の計算、支給ができてい
なく、賃金台帳の整備もされていない。

Case
3

・勤怠管理システムの導入
スマホによる勤怠打刻システムを使用し、休憩時間や正しい労働
時間(拘束時間)を把握し、給与計算に反映させる
・賃金規定の整備
時間外や深夜勤務手当等給与規定の整備
・給与計算のシステム導入

茨城働き方改革推進支援センター専門家（一部抜粋）

前職で受付業務に従事、総務の上司に憧れて社会保険労務士を目指す。２年間社会保険
労務士事務所に勤務、勉強しながら社会保険労務士の補助、人事関係手続き全般の業務
を経験。若手女性社労士としての視点で経営者の支援を行う。

社会保険労務士
勝部蘭先生

経営者様の企業の事業活動を、組織単位・社員単位で見つめ直すことで、事業活動を支える
社員の「新たな働き方」を見つけていただくことをテーマに、セミナー活動や顧客企業に対する
情報発信をするとともに、個別企業の実態に即応した社員の働き方改善の具体的な指導を
実施している。

特定社会保険労務士
個人情報保護士
年金アドバイザー2級
伊藤康之先生

水戸市の創業支援事業で講師をするなど、人事労務に関する助言は勿論のこと、経営、顧客
獲得の相談に乗るなど、企業経営全般に関するアドバイス、フォローを得意とする。
顧客先は、看護、介護、商社、建築、自動車販売、製造業など多岐にわたり、様々な業界の
客先の要望に応えられるよう、日々研鑽中である。

特定社会保険労務士
野坂英之先生

特定社会保険労務士
特定行政書士
岩瀬孝嗣先生

東京都内の社会保険労務士事務所等にて実務経験を積んだ後、独立開業。
「100年続く企業づくりをサポートする」ことを経営理念として、『働き方改革への対応』、『賃
金・人事評価制度の導入・見直し』、「外国人雇用の活用』、『助成金・補助金の提案及び
申請』の4つの面からサポートを行っている。

若手からベテラン、得意な業界や領域も異なる多種多様なアドバイザーが皆様方を支援いたします。
「〇〇先生にお願いしたい!」「〇〇の分野に強い先生がいいんだけど・・・」など、事業主の皆様の希望に沿った専門家を
派遣することが可能です!



おわりに

水戸駅北口徒歩4分。無料駐車場もご用意があります。ぜひお気軽にメール・電話・来所等

でご相談ください。中⾧期的な働き方改革実現に向け、専門家とともに対応していきましょう!

Facebook Twitterホームページ

セミナー開催・法改正情報など更新中。ぜひフォローしてください。


